
下妻市公告第６９号

一般競争入札の公告

上・下水道料金徴収業務委託について次のとおり条件を付した一般競争入札を行うの

で、下妻市水道事業会計規程（昭和６２年水管規程第２号）第９４条の規定に基づき、

次のとおり公告する。

平成３０年１月５日

下妻市長 稲葉 本治

１ 一般競争入札に付する事項

委託業務等の名称 上・下水道料金徴収業務委託

委託業務等の場所 下妻市上水道給水区域内及び公共下水道処理区域内

業 務 内 容 受付業務

開閉栓業務

検針業務

調定業務

収納業務

滞納整理業務

給水停止業務

電算処理業務

委 託 期 間 平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

予 定 価 格 ３００，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を除く）

最 低 制 限 価 格 なし

特 記 事 項 上・下水道料金徴収業務委託を落札した事業者と、後日「検

定期間満了 量水器取替業務委託」を随意契約する予定。但

し、自社施工による実績が必要。

２ 入札参加形態 単体



３ 一般競争入札に参加できる者の資格要件

一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当していないものである

こと。

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定による下妻市の入札参加制限

を受けていない者であること。

（３） 平成２９・３０年度下妻市競争入札参加資格者名簿の役務提供に上・下水道料

金徴収及び検針業務が登録された者であること。

（４） 申請書及び資料の提出の日から開札の時までの期間に、下妻市から指名停止処

分を受けてない者。

（５） 上・下水道料金徴収業務を継続して３年以上の受託実績があり、あわせて自社

開発による料金システムを５事業体以上に納入実績があること。

（６） 上・下水道料金徴収業務委託において、水道料金等収納金取扱事業者として、

過去５年間継続して、金融機関と直接「収納金収納事務委託」等の契約実績を有す

る者であること。

（７） プライバシーマーク及びISMS情報セキュリティ関連認証の両方を取得してい

ること。

（８） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更正手続き開始の申し立て

がなされている者でないこと。または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。（再生手続き開始

決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）

４ 入札手続き等

（１） 担当部課

茨城県下妻市本城町二丁目２２番地

下妻市 総務部 財政課 契約検査係

℡０２９６－４３－２１１１ 内線1346

（２） この公告の委託の競争入札参加希望者は、あらかじめ次により確認申請及び確

認資料を提出し，一般競争入札参加資格確認通知書の交付を，受けなければな



らない。

（ア） 申請する書類

・様式第１号 一般競争入札参加資格確認申請書

・別 記 １ 委託実績表（・委託契約書写し及び、仕様書等の委託の内

容のわかる書面・料金システムの納入実績等の資料）

・そ の 他 収納金収納事務委託等の実績・プライバシーマーク・ＩＳ

ＭＳの取得等のわかる資料等

・様式第２号 一般競争入札参加資格確認通知書

（イ） 申請期間・提出先

・期 間 公告日から平成３０年１月１９日（金）まで

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで

・提出先 茨城県下妻市本城町二丁目２２番地

下妻市 総務部 財政課 契約検査係

℡０２９６－４３－２１１１ 内線1346

・申請書及び資料等の提出は持参のみとする。

（ウ） 申請書・資料等の作成説明会

行わない

（エ） 申請書・資料等のヒアリング

行わない

（オ）各申請書様式及び資料の様式を、下記の場所で交付を行う。

・交付場所 茨城県下妻市本城町二丁目２２番地

下妻市 総務部 財政課 契約検査係

・交付期間 公告日から平成３０年１月１９日（金）まで

土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで

※申請書及び資料の様式については、下妻市ホームページ（http://www.city.

shimotsuma.lg.jp/）に掲載するのでダウンロードして申請することがで

きる。

（３） 受付日時までに申請書及び資料等を提出しない者又は、競争入札参加資格がな

いと認められた者は、この公告の競争入札に参加することができない。



５ 競争入札執行の日時・場所等

（１） 日時 平成３０年２月２日（金） ９時００分

（２） 場所 下妻市役所本庁舎３階大会議室

（３） 競争入札の執行にあたっては、あらかじめ交付した一般競争入札参加資格が

ある確認結果の通知書の写しを持参すること。

６ 現場説明会

行わない。

７ 入札保証金及び契約保証金

（１） 入札保証金 免除

（２） 契約の保証 契約金額の１０分の１以上の金額を保証する次に掲げるいずれ

かの保証等を付すること。

（ア） 契約保証金の納付

（イ） 銀行等又は保証事業会社の保証

（ウ） 公共工事履行保証保険による保証

（エ） 履行保証保険契約の締結

８ 入札方法

（１） 電話・電送及び郵便による入札は認めない。

（２） 入札に際しては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）、下妻市契約規則（平成２０年下妻市規則第９号）

の関係各条を遵守すること。

（３） 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号）等に抵触する行為をしないこと。

（４） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので入札者は、消費



税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（５） 入札執行回数は、１回を限度とする。提出した入札書の引換え、又は変更は

認めない。

（６） 最低制限価格は設定しない。

（７） 落札者は、予定価格の制限の範囲内価格で、入札した者のうち最低の価格申

込者とする。

（８） 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きによ

り落札者を決定する。

９ 入札の無効

（１） 次のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。

（ア） 入札について不正の行為があった場合。

（イ） 金額その他必要事項を確認しがたい場合又は記名押印のない場合。

（ウ） 指定の日時までに到達しない場合。

（エ） 入札書を２通以上提出した場合。

（オ） 他の代理を兼ね，又は２人以上の代理をした場合。

（カ） 委任状を持参しない代理人のした入札。

（２） この公告に示した競争入札に参加する者に、必要な資格のない者及び虚偽の

申請を行った者のした入札並びに、この公告において示した要件などの入札

に関する条件に違反した入札は無効とする。

（３） 競争入札参加資格確認通知を交付された者であっても、確認の後に指名停止

を受けて、入札時点において指名停止期間中である者など、入札時点におい

て３の各号に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。

１０ その他

（１）入札をした者は入札後、この公告・設計図書等・契約書案及び現場等について

不明を理由として異議を申し立てることはできない。

（２）詳細は入札説明書による。


